
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

非

常

勤

の

職

員

の

公

務

災

害

補

償

等

に

関

す

る

人

事

課

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

産

業

廃

棄

物

処

理

税

条

例

施

行

規

則

の

税

務

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

及

び

岡

山

県

行

政

手

続

情

報

政

策

課

等

に

お

け

る

情

報

通

信

の

技

術

の

利

用

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

等

の

規

則

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

医

療

推

進

課

則

○

知

事

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

処

理

の

特

例

に

障

害

福

祉

課

関

す

る

条

例

に

基

づ

き

市

町

村

が

処

理

す

る

事

務

の

範

囲

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２７年１２月２５日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
五
号

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
八

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
第
二
号
中
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

こ
と

ま
た

こ
の
請
求
書
に
係
る
傷
病
補
償
年
金

様
式
第
二
号
の
注
意
事
項
２
中
「

」
の
次
に
「

。
，

の
支
給
を
受
け
る
旨
の
決
定
後
に
当
該
傷
病
補
償
年
金
と
同
一
の
事
由
に
よ
つ
て
次
に
掲
げ
る
年
金
の

」

、

給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は

速
や
か
に
そ
の
旨
を
書
面
で
報
告
す
る
こ
と

を
加
え

，
。

以
下

障
害
厚
生
年
金

又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図

同
注
意
事
項
２
の

中
「

」
を
「

(4)

（
「

る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
以
下

年
金
一

（

2
4

6
3
。

「

元
化
法

と
い
う

附
則
第

条
第

項
若
し
く
は
第

条
第

項
に
規
定
す
る
障
害
共
済
年
金

4
1

6
5

」
。
）

１
１

（

以
下

障
害
厚
生
年
金
等

障
害
厚
生
年
金

障
害
厚
生
年

」
に
改
め
、
同
注
意
事
項
２
の

中
「

」
を
「

「

(5)

金
等

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金

」
に
改
め
、
同
注
意
事
項
２
の

中
「

(6)

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
年
金
一
元
化
法

障

（

2
4

6
3

」
を
「

」
に

「
、

）

」
を
「

」
に
改
め
る
。

害
厚
生
年
金

障
害
厚
生
年
金
等

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
六
号

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
三
の
項
中

産
業
廃
棄
物
処
理
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録
事
項
変
更
届
出
書

を

事
項
変
更
届
出
書

に
改
め

第
八
条
第
三
項

の
下
に

及
び
第

「

」

、「

」

「

「
産
業
廃
棄
物
処
理
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録

最

終

処

分

場

設

置

届

出

」

十
三
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
表
十
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

削
除

第
十
四
条
の
表
七
の
項
中
「
若
し
く
は
事
業
所
」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第２号

産業廃棄物処理税特別徴収義務者登録申請書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47号）第８条第１項の規定

により，産業廃棄物処理税の特別徴収義務者の登録を申請します。

所在地

最

終 名称

処

分 産業廃 許可年月日 年 月 日

場 棄物処

理施設 許可番号

最終処分の開始予定年月日 年 月 日

処分業の許可番号

重量計測の可否 可（計量計の最小目盛 ・不可）

中間処理施設の有無 有 ・ 無

備考

添付書類 産業廃棄物処分業許可証の写し（許可証の交付をまだ受けていない場合

は，許可申請書の写しを添付し，許可証の交付後速やかに提出してくださ

い ）。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第３号

事項変更届出書
産業廃棄物処理税特別徴収義務者登録

最 終 処 分 場 設 置 届 出

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

産業廃棄物処理税の特別徴収義務者の登録事項（最終処分場設置届に係る届出事

項）に変更が生じたので，岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47

号）第８条第３項（第13条第２項）の規定により，届け出ます。

所在地

最終処分場

名称

変更前

変更事項

変更後

変更の理由

変更年月日 年 月 日

備考

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第５号

産業廃棄物処理税特別徴収義務消滅届出書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

次の最終処分場についての特別徴収義務が消滅したので，岡山県産業廃棄物処理

税条例（平成14年岡山県条例第47号）第８条第７項の規定により，届け出るととも

に，特別徴収義務者証を返納します。

所在地

最終処分場

名称

登録番号

特別徴収義務が消滅

することとなった理

由及びその発生年月

日

備考

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第６号

産業廃棄物処理税納入（納付）申告書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47号）第９条（第12条第１

項）の規定により，納入申告書（納付申告書）を提出します。

申告対象 年 月の搬入分

区分 課税標準たる重量 税率 申告納入（納付）税額

納入申告 ． トン 1,000円／トン 円

納付申告 ． トン 1,000円／トン 円

備考

（注）課税標準たる重量は，小数点以下第２位まで記入してください。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第７号

産業廃棄物処理税徴収猶予申請書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47号）第10条第１項の規定

により，次のとおり徴収猶予を申請します。

申請内容 申告対象 納期限 課税標準たる 税額

重量

申告額等 年 月分 年 月 日 ． トン 円

申告額のうち徴収猶 円

予申請額

申請理由

徴収猶予申請期間等 年 月 日から 年 月 日まで

回数 納入年月日 納入金額 摘要

１ 年 月 日 円

２ 年 月 日 円

担保の種類及び価格

備考

添付書類 申請理由が生じたことを証する書面（帳簿等）

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第９号

産業廃棄物処理税納入義務免除申請書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47号）第11条第１項の規定

により，次のとおり納入義務の免除を申請します。

申請内容 申告対象 納期限 課税標準たる 税額

重量

申告額等 年 月分 年 月 日 ． トン 円

申告額のうち既に 円

納入済の税額

申告額のうち納入 円

義務免除申請額

納入義務免除によ 円

る還付税額

申請理由

備考

添付書類 申請理由が生じたことを証する書面等

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第11号

産業廃棄物処理税修正申告書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47号）第12条第２項の規定

により，修正申告書を提出します。

申告対象 年 月の搬入分

区分 課税標準たる重量 税率 申告納付税額

修正申告 修正申告 ． トン 1,000円／トン 円

当初申告 ． トン 1,000円／トン 円

修正申告 円

により納

付すべき

税額

備考

（注）課税標準たる重量は，小数点以下第２位まで記入してください。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（第６条関係）様式第12号

最終処分場設置届出書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

年 月 日 表者氏名） ㊞

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

設 置 し た

最終処分場を譲り受けたので，岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条

借り受けた

例第47号）第13条第１項（第13条第３項において準用する同条第１項）の規定によ

り，届け出ます。

所在地

最

終 名称

処

分 産業廃 許可年月日 年 月 日

場 棄物処

理施設 許可番号

最終処分の開始年月日 年 月 日

処分業の許可番号

譲受け又は 許可年月日 年 月 日

借受けの許

許可番号可

重量計測の可否 可（計量計の最小目盛 ・不可）

中間処理施設の有無 有 ・ 無

備考

添付書類 産業廃棄物処理施設設置許可証の写し（許可証の交付をまだ受けていな

い場合は，許可申請書の写しを添付し，許可証の交付後速やかに提出して

ください ）。

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



削
除

様
式
第

号
1
3

特
別
徴
収
義
務
者

「特
別
徴
収
義
務
者

「

様
式
第
十
五
号
中
「

1
5

」
を
「

1
5

（

」
に
、

を

（

）

に
改
め
る
。

様
式
第

号
様
式
第

号
第
６
条
関
係

個
人

法
人

番
号

）

住
所

所
在
地

（

）

」

（

）

」

住
所

所
在
地

様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
二
十
一
号
ま
で
の
規
定
中

「

（

）

フ
リ
ガ
ナ

住
所
又
は
居
所

（

）

法
人
の
場
合

（

―

―

）

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

電
話
番
号

（

）

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

（

）
名
称

屋
号

を

（

）

フ
リ
ガ
ナ

岡
山
県

県
民
局
長

殿

氏
名

法
人
の
場
合

㊞

（

）

代
表
者
氏
名

（

）

フ
リ
ガ
ナ

平成２７年１２月２５日　岡山県公報　号外



（

）

法
人
の
場
合

代
表
者
住
所

（

―

―

）

電
話
番
号

」

「

（

―

）

〒

住
所

主
た
る
事
務
所
の

（
）

所
在
地

（

―

―

）

電
話
番
号

年
月

日

（

）

に
改
め
る
。

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

名
称
及
び
代
表
者

（

岡
山
県

県
民
局
長

殿
氏
名

㊞

）

個
人

法
人

番
号

（

）

」

様
式
第
二
十
二
号
中
「

」
を
削
り
、

若
し
く
は
事
業
所

「

（

）

フ
リ
ガ
ナ

（

）

名
称

屋
号

（

）

フ
リ
ガ
ナ
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年
月

日

氏
名

法
人
の
場
合

㊞

（

）

岡
山
県

県
民
局
長

殿
代
表
者
氏
名

（

）

フ
リ
ガ
ナ

（

）

法
人
の
場
合

を

代
表
者
住
所

（

―

―

）

電
話
番
号

（

）

フ
リ
ガ
ナ

移
転

後
住
所
又
は
居
所

（

）

法
人
の
場
合

（

―

―

）

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

電
話
番
号

住
所

等

（

）

フ
リ
ガ
ナ

移
転

前
住
所
又
は
居
所

（

）

法
人
の
場
合

（

―

―

）

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

電
話
番
号

」

「

（

―

）

〒
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住
所

主
た
る
事
務
所
の

（
）

年
月

日
所
在
地

（

―

―

）

電
話
番
号

（

）

岡
山
県

県
民
局
長

殿
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

名
称
及
び
代
表
者

（

氏
名

㊞

）（

）

に
改
め
る
。

個
人

法
人

番
号

（

―

）

〒

移
転
前

（

―

―

）

電
話
番
号

（

）

住
所

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（

―

）

〒

移
転
後

（

―

―

）

電
話
番
号

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
七
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
及
び
岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
及
び
岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
一
条

に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
情
報
政
策
課
の
部
中
２
の
項
を
削
り
、
３
の
項
を
２
の
項
と
す
る
。

（

）

岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

第
二
条

十
六
年
岡
山
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
を

「

」

、

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

に
改
め

同
項
第
三
号
イ
中
「
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
を
「
電
子
署

名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
に

「
電
子
証
明

、

書
」
を
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
掲
げ
る
事
項
の
」
を
「
定
め
る
事
項

の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
証
明
書
」
を
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
に
改
め
る
。

（
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
廃
止
）

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
岡

第
三
条

山
県
規
則
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
八
号

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
八
条
第
九
号
中
「
及
び
岡
山
県
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
」
を
「
、
岡
山
県
が
ん
対
策
推
進
協

議
会
及
び
岡
山
県
が
ん
登
録
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
の
表
中

「

岡
山
県
が
ん
対
策

岡
山
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
六

医
療
推

推
進
協
議
会

年
岡
山
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
よ

進
課

る
が
ん
対
策
の
総
合
的
な
推
進
に
係
る
事
項

の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

」

を「

岡
山
県
が
ん
対
策

岡
山
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
六

医
療
推

推
進
協
議
会

年
岡
山
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
よ

進
課

る
が
ん
対
策
の
総
合
的
な
推
進
に
係
る
事
項

の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

岡
山
県
が
ん
登
録

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

医
療
推

審
議
会

二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
及
び
が
ん
登

進
課

録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
の
規
定

に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の

調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

」
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に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
九
号

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の

範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事

務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の

範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
十
二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
十
二
の
二

特
例
条
例
別
表

イ

法
第
十
九
条
（
法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用

第
二
の
二
十
二
の
二
の
項
に

す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
の

。

規
定
す
る
特
別
児
童
扶
養
手

受
理

当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

ロ

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く

）
の
受

。

三
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に

理

お
い
て
「
法
」
と
い
う

）

ハ

省
令
第
五
条
（
省
令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
六

。

及
び
障
害
児
福
祉
手
当
及
び

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
。

特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に

の
規
定
に
よ
る
障
害
児
福
祉
手
当
所
得
状
況
届
及
び
特

関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年

別
障
害
者
手
当
所
得
状
況
届
の
受
理

厚
生
省
令
第
三
十
四
号
。
以

ニ

省
令
第
七
条
及
び
第
八
条
（
省
令
第
十
三
条
第
一
項

下
こ
の
項
に
お
い
て

省
令

及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）

「

」

。

と
い
う

）
並
び
に
国
民
年

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理

。

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

ホ

省
令
第
九
条
（
省
令
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

用
す
る
場
合
及
び
省
令
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

三
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
る
受
給
資

。

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い

格
喪
失
の
届
出
の
受
理

う

）
に
基
づ
く
事
務
の
う

ヘ

改
正
法
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

。
ち
、
別
に
規
則
で
定
め
る
も

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
福
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の

祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
昭
和
六
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
福
祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
に
基
づ
く
現
況
の
届
出
、

氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
届
出
及
び
受
給
資
格
喪
失
の

届
出
の
受
理

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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